
市の広聴制度について

平成２７年３月７日（土） 高島市観光物産プラザ

平成２６年度 高島市市政モニター
第４回アンケートに関する説明会
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●広聴と広報の違い

情報の方向 区 分

行政→住民

広報
・広報たかしま
・防災行政無線
・ホームページ など

住民→行政

広聴
・パブリックコメント
・市民意識調査
・市政モニター など

参考：「広聴のあり方に関する調査・研究」（神奈川県政策研究・大学連携センター シンクタンク神奈川）
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●広聴とは

行政が主体となり、

住民から情報を求めること
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●広聴の意義

（１）集める：多様な意見、
効率的収集

（２）分析する：行動の真意、本音
データの蓄積と類型化

（３）反映する：政策に反映

4



●広聴と広報のサイクル

●日頃から、政策広報していなければ広聴できない
●広聴していることの広報も必要

●広聴機会によって、市政への関心を高めてもらう
●広聴結果のお知らせ（市民・庁内共有）
●施策反映
（私的な個別意見から、施策反映できる真意を分析する）

広報 広聴
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●審議会・市民会議・協議会

高島市移住・定住市民会議

高島市への移住・定住を
進める事業計画について、
市民参加で議論を進めて
きた。

・課題に対する見識や経験を有する方など、課題に関心が
ある方たち同士で、深い議論が展開できる。

・こうした場で意見を述べることに慣れている方は、
他の審議会の委員にも就任されていることがある。

高島市の広聴制度その１ 6



●まちづくり懇談会
懇談のテーマについて、

市長や関係部署の職員と、
住民グループや市民団体が
直接懇談を行う。

・住民と行政が直接顔を
合わせて懇談できる。

・１０人程度のグループで
懇談テーマをお知らせの
上、事前にお申込み。

高島市の広聴制度その２

・H25 17回
H26 14回(2月末）
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●パブリックコメント

募集中の案件は、防災行政
無線のほか、市ホームペー
ジでも告知します。

・重要な施策、計画等の策定に
住民意見を反映できる。

・資料が膨大（目標、現状分析、課題、中期的な行動計画）

重要な施策・計画等の

策定にあたり、その目的や
内容等をあらかじめ公表し、
市民の意見を募集、その
意見を考慮・反映して意思
決定するもの。

高島市の広聴制度その３ 8



●市民意識調査

属性（年齢等）等により、市民を抽出してアンケートを依頼

・1,000人規模で依頼するため、一定数の回答が集まり、
統計的活用ができる。

・発送から集計、分析までの時間的・費用的コスト

高島市の広聴制度その４ 9



●市政モニター

高島市の広聴制度その５

市の重要な課題、市民生活
に関係の深い問題について
市民意識を把握し、市政に
反映させるためのアンケート

・団体推薦２５人と公募２５人に
より幅広い属性から就任

・アンケートテーマについて理解
（市政への関心）を深めてもら
うため、事前説明会を開催

・選択式と記述式を交えて、負
担が少なく、かつ自由に意見
をいただける様式
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●広聴制度ごとの特性

各 審議会
市民会議
協議会など

協議事項について、知識、経験、
関心を持つ人同士で深い議論が
可能

●他者の意見の影響を受ける●所
属・役により他の審議会委員と重複す
ることがある●そもそも会議に参加し
にくいライフスタイルの方もいる

まちづくり懇談会
課題について、市長や関係部局の
職員と直接懇談

●他者の意見の影響を受ける●発言
者によりテーマが広範に及びやすい

パブリックコメント
市の重要な施策や計画策定の案
について、市民の意見を考慮、反
映

●資料が細かく、膨大になりがち

市民意識調査
無作為、または年齢等のおおまか
な属性で1,000人規模の市民を抽
出するため、統計的活用が可能

●発送から集計、分析までのコスト
（時間・経費）が大きい●一定割合は
返信がない

市政モニター

団体推薦と一般公募委員を25名ず
つとし、幅広い方に就任いただける。

選択式と自由記述式を交え、比較
的負担なく回答いただける様式

●50名という人数から、統計的活用は

しにくい●モニター公募時の関心が薄
い

発

言

記

述

特 徴 課 題方 法
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●サイレントマジョリティ

・直訳は、「静かなる大多数」
・積極的に発言はしない、多くの人の内なる声

視点１

・市政への関心を持ってもらう
視点２

発言するより、
書く方が気楽？

様々なライフスタ
イルの中で、参加
しやすい仕組み

友人や家族間で
見られるような、
本音の会話、
つぶやき

インターネットやＳＮＳ （ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

市政への関心は、どういうところから育っていくのでしょうか？
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●インターネットの活用

市内のイベントや、まち
づくり情報などが、動画
ニュースで視聴できます。

●広報たかしまをPDFで見ることができます。

●防災行政無線の内容や、市役所から新聞記者等に
提供した報道資料を見ることができます。

●火災情報、防災情報（警報、避難勧告等の情報）等
のメールを受信する登録もこちらから。
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●高島市のポータルサイト

● ＩＴスキルに長けた市民活動団体と連携

●ポータルサイト
→あちこちに拡散している高島市に関する
情報を集めた「入口」となるサイト

←パソコン版

↓ スマートフォン
アプリ版
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●ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）とは

・人と人とのつながりを促進するコミュニティ型の会員制WEBサービス
・会員間で、互いにフォロー（選択）し合ったり、サービス上で「友達」に
なることで、相互の発信情報を随時取得することができる。
・また、受信した情報に返信したり、他者に拡散することができる。
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●他自治体の例（ＳＮＳ活用）

【埼玉県和光市の例】 ●Twitter（ツイッター）を活用した
災害情報の収集を行う。

●本文に「#和光市災害」の文字を
必ず入れることで、この内容の
記事だけを検索できる。
（ハッシュタグ機能＝情報検索）

●リアルタイムの現場の写真が
添付されていることが多い。

#和光市災害市道●号が

冠水しています。付近の方
は通行に注意！ 30秒前

和光市●●では、24時間

総雨量が●ミリを超えまし
た。××川はご覧の通り
の濁流です。#和光市災害

1分前

本文中に「#和光市災害」が入った記事を、検索

機能で一覧表示することができる。多くは写真や
地図が添付されることから、不特定多数の投稿
者により、リアルタイムの現場状況が集まる。（イメージ図）
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●他自治体の例（ＳＮＳ活用）

【市の方針】
・投稿への個々の対応は行わない。
・大規模災害が発生した場合、適宜投稿を確認し、
参考情報のひとつとする。
・緊急を要するものは、あくまでも市に直接連絡をいただく。
・ツイートは、投稿者の責任において利用いただく。

【活用のメリット】
・リアルタイムの情報
・導入、運営コストゼロ
・住民同士の情報共有が
可能になる。

【課題】
・投稿者の安全が確保できて
いる状況での利用が前提
・通信断絶していないこと
・イタズラが無いとは言えない
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●ＳＮＳのリスク
メリット デメリット

出典：「平成25年版情報通信白書」（総務省） 対象：全国市町村1789 有効回収895

■自治体の
SNS活用
状況

・リアルタイムの情報が容易に受発信可

・「シェア」によって情報が拡がる

・インターネット上で、多くの人と交流
できる

・双方向（情報の発信者と受信者が
相互に交流できる）

・情報の真偽が定かでない口コミもある

・一度インターネット上に出回ると、
情報を消すのは不可能に近い

・炎上（ネット上での批判、討論）

・インターネットがないと使えない
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●高齢者とインターネット

高島市の高齢化率 30.7％ （平成２７年1月末現在）

但し、全国的な高齢者のインターネット利用状況は、
増加傾向

出典：「平成25年版情報通信白書」（総務省） 対象：40,592世帯 有効回収：20,418世帯の構成員

65～69歳 37.6％→62.7％
70～79歳 27.7％→48.7％
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●サイレントマジョリティ

・直訳は、「静かなる大多数」
・積極的に発言はしない、多くの人の内なる声

視点１

・市政への関心を持ってもらう
視点２

発言するより、
書く方が気楽？

様々なライフスタ
イルの中で、参加
しやすい仕組み

友人や家族間で
見られるような、
本音の会話、
つぶやき

インターネットやＳＮＳ （ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

市政への関心は、どういうところから育っていくのでしょうか？
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●市政への関心

セイジカフェ米原

見学・視察型広報

シチズンシップ教育

プロセス広報

例）こどものまち

仮想のまちの中で、

就職、勤労、給与、納税、
選挙などを体験

行政が行う事業の経過や
過程を広報する
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●新しい広聴制度の例（神奈川県相模原市）

●外部委託業者によるコールセンターで、市民の問合せに対応
●１日あたりのコール数は約２４６件で、その９割がコールセンター
スタッフで完結

●問合せの約３割を占める「ごみ・環境」について、
特設ページを開設した。

※月刊『広報』 No.239号（2013.12月号）による
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●新しい広聴制度の例 （三重県）

キッズモニター制度

・小学４年生～高校３年生対象

・パソコンか携帯電話（スマート
フォン）のメールアドレスを持っ
ていること

・県の「e モニター」システムを使い
インターネット上で回答

・１年間で５回以上回答した子ども
には５００円の図書券を進呈

広聴広報課の担当でなく
子ども・家庭部局が担当。

子どもの意見を聴くととも
に、子どもの育ちを応援、
県政参画を進める目的。
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